
別紙 

名古屋市障害児（者）日中一時受入事業給付費の請求について 

以下のとおりとしますので、ご対応をお願いいたします。 

□ 要領様式について、令和６年４月１日付で改正します。 

・具体的には、第１号様式「名古屋市障害児（者）日中一時受入事業給付費請求書」

及び第２号様式「名古屋市障害児（者）日中一時受入事業給付費請求明細書」の一部

を改正しており、第３号様式については従前のものから変更ありません。 

・新様式のデータについては、ウェルネットなごやへ掲載およびメールにて送付いた

します。 

・今後、新様式での請求書等の作成にあたっては、エクセルデータに直接入力する方

法によりお願いいたします。 

・今回の様式の改正内容については、事前の事業者様へのヒアリングで事業者システ

ムでの入力事例が少数であったことから、事業者システムへの反映を行っておりませ

ん。事業者システムによる入力を行っている事業者様は引き続き従前の様式でも使用

可となっておりますが、順次新様式での作成（エクセル入力）をいただきますようお

願いいたします。 

□ 請求書等の提出について 

令和６年３月提供分（４月請求分）まで  

従前の様式のままで結構です。 

提出方法についても、書面にて郵送又は持参によることとします。 

令和６年４月提供分（５月請求分）から

新様式にて作成をお願いします。 

提出方法については、原則としてウェブ上での電子データによる提出とします。 

※事務手続き上難しい場合は、従前のとおり郵送等による書面での提出でも受け付け

ます。 

⇒電子データによる請求方法は別紙 



名古屋市日中一時受入事業
請求書電子申請方法

URL
https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/smart-apply/apply-
procedure-alias/nagoya-nicchuichizi

QRコードはこちら



URLまたはQRコードを読み取って請求用ページにアクセスする。

アカウントを作成することで、過去
の申請情報を引き継いで再度申請を
行うことができます。申請内容に修
正が生じ、差し戻しになった場合も、
アカウント登録があれば、一部を修
正し再度申請するのみで手間を省く
ことができます。

いずれかを
選択



「メールで認証」とした場合、以下のような
メールが届くので、URLよりアクセスする。



「利用規約に同意する」

にチェックを入れ、

「申請に進む」を

クリック。



入力フォームへ必要事項を入力していく。 法人名は法人番号により検索することも可。

全て入力する。



法人情報の入力がすべて完了したら、「次へ進む」をクリック。
つぎは「事業所情報」の入力を行う（事業所の名称及び事業所番号）。
入力が完了したら「次へ進む」をクリック。



つぎに実際の請求内容の入力および請求書・明細書・実績記録票データのアップロードを行う。

①提供年月の入力（カレンダーから
月を選択）

②当月の名古屋市への請求金額を入
力。（請求書の金額と一致）



要領様式 第１号様式 請求書
のデータをアップロードする。

①「ファイルを選択」をクリック。

②請求書のエクセルデータが保存されて
いるフォルダから、該当のデータを添付す
る。

ファイル名は
「請求書（事業所名）」としてください！

完了したら「次
へ進む」



①明細書のアップロード
複数名利用者の明細がある場合は、利用者
明細書ごとにシートを分け、一つのエクセル
ファイルにまとめてください。



②実績記録票のアップロード

自己負担のある利用者様で、他事業所の利用がある場
合は、上限管理結果票または利用負担額表の写しも添
付してください。

複数枚ある場合は、ひとつのPDFもしくはjpegのファイ
ルにまとめるか、

zipファイルにまとめてアップロードしてください。

完了したら「次
へ進む」



申請内容を確認
画面にて

申請内容を十分
ご確認ください。

内容に不備が
あった場合は差
し戻しとなるので、
取下げ、再度申
請が必要となり
ます。



内容に修正がな
ければ、

「この内容で申
請する」のボタン
をクリックする。



申請完了画面

この後認証用のメールアドレスに申請完了の旨のメールが送信
されます。



申請完了メール

このURLにアクセスすると処理状況の
確認ができます。

請求書の審査に入るまでは「未処理」
審査が完了すれば「完了」となります。

修正が必要な場合は「差し戻し」
となり、差し戻しの旨が修正内容の
メッセージとともにメールでお知らせ
されますので、
申請を取り下げ処理したうえで、再度
申請を行ってください。


